
地 域 障 害 児 支 援 体 制 強 化 事 業

○ 令和４年６月に成立した改正児童福祉法の施行（令和６年４月）を踏まえ、児童発達支援センターが中核的な役割を果たせるよう、機
能の強化を行うとともに、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図る。

都道府県・市町村

＜児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金の内数＞ 令和５年度補正予算案 15億円
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② 巡回支援専門員整備
保育所等に巡回支援を実施し、障害が“気になる段階”から

支援を行うための体制整備を図り、発達障害児等の支援の充実、
家族への支援を行うとともに、インクルージョンを推進する。
・巡回等の活動計画の作成
・巡回等支援
・戸別訪問等
・関係機関との連携
・地域の体制整備への関与
・専門性の確保

国
相談 連携 助言

補助 市
町
村

都
道
府
県

児童発達支援センター
・地域の事業所の支援技術の向上
・地域のインクルージョン推進【拡充】
・発達に特性のあるこどもや家族への支援【拡充】
・質の向上のための研修会
・支援事例検討 等

中核的機能

巡回支援専門員
・巡回支援
・地域の体制整備への関与 等

連携

相談 訪問連携

地域全体の障害児支援体制の強化、インクルージョンの推進

児童発達支援事業所 保育所 障害児家庭

連携先の支援機関等の例

① 児童発達支援センターの機能強化等

児童発達支援センター等の中核的役割や機能の強化を図るとともに、

地域全体で、障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の

強化を図る。
・児童発達支援センターの職員の質の向上
・地域の事業所の支援技術の向上
・地域のインクルージョン推進のための事業
・発達に特性のあるこどもと家族のサポートの事業
・地域の支援事例検討・質の向上のための研修等事業

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

３ 実施主体等 ４ 補助率 ５ 拡充内容

市町村事業：国1/2、市町村1/2
都道府県事業：国1/2、都道府県１/2

〇 地域のこども達の集まる様々な場におけるインクルージョンの取組の
推進。

〇 乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組の推進。



地 域 に お け る こ ど も の 発 達 相 談 と 家 族 支 援 の 機 能 強 化 事 業

都道府県、指定都市、中核市、特別区、保健所政令市

発達に特性のあるこどもと家族に対し、地域の保健、子育て、教育、
福祉等の関係者と、こどもの発達特性への対応の専門性を有し、地域の
社会資源等を把握している医療機関の医師、心理職、ソーシャルワー
カー等が連携して、こどもと家族が相談しやすい場所において、こども
の発達相談を実施するとともに、アセスメントやカンファレンス等を行
い、必要な発達支援や家族支援につなぐ等の取組を行う。
また、多職種によるカンファレンス・研修等を通じて、地域の関係者

の支援力の向上や関係機関が連携した家族支援プログラム等を実施する。

【医師、心理職、ソーシャルワーカー等の役割】
• こどもの発達の特性のアセスメントや家族へのガイダンス等を実施し、

医療受診の必要性やその時期について見立てを行う。

• こどもと家族への日常的な支援に携わる担当保健師、保育士等、障害
児通所事業所の関係者等とのカンファレンスを実施することを通して、
こどもの発達特性の見立てを共有し、市区町村の社会資源に応じて、
どこで、どのような支援を行うのかを共有し、日々の支援力の向上
（多角的な視点での見立てや支援）を図る。

• 家族へのこどもの発達特性の理解や子育て支援が必要な場合は、市区
町村もしくは圏域単位で家族支援プログラム等を実施する。

＜児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金の内数＞ 令和５年度補正予算案 1.4億円
１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

３ 実施主体 ４ 補助率

国１／２，都道府県等１／２

地域の支援機関と医療機関等の連携による実施

家族支援プログラム等の実施

［医療機関等］

近年のこどもの発達の特性の認知の社会的広がりにより、幼少期の間に発達支援につながるようになってきた一方で、こどもの発達の特性への対応
を専門とする医師の不足等が要因となり、発達障害の診断等を行う医療機関の初診までに数カ月も待たされる中で、スムーズに支援につながらないと
いう実情がある。そこで、地域の保健、子育て、教育、福祉等と医療機関との連携体制を構築し、こどもの発達相談と家族支援の機能を強化すること
で、こどもや家族の支援ニーズに適切な時期に対応できる体制整備を進める。

派遣

連携体制の構築
［地域］

［自治体］

委
託
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地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と
医師、心理職、ソーシャルワーカー等の連携
・こどもの発達の特性のアセスメント等
・家族へのガイダンス等
・カンファレンス（支援方針の検討）
・地域の必要な支援へのつなぎ

保健

子育て 教育

福祉

連携体制の構築による支援力の向上
＊多職種の合同研修等



医 療 的 ケ ア 児 等 総 合 支 援 事 業

○ 医療的ケア児や重症心身障害児の地域における受入れが促進されるよう、地方自治体の体制の整備を行い、医療的ケア児等の地域生活支
援の向上を図る。

都道府県・市町村
※医療的ケア児支援センターへの医療的ケア
児等コーディネーター配置については都道
府県のみ

「医療的ケア児支援センター」に医療的ケア児等コーディネーターを置き、医療的ケア児とその家族への相談援助や、専門性の高い相談支援を行えるよう関係
機関等をネットワーク化して相互の連携の促進、医療的ケア児に係る情報の集約・関係機関等への発信を行うとともに、医療的ケア児の支援者への研修や医療
的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総合的に実施する（センターを置かない場合も各種事業の実施は可能）。

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

３ 実施主体

＜児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金の内数＞

令和５年度補正予算案 7.6億円

４ 補助率 ５ 拡充内容

国１/２、都道府県１/２
又は市町村１／２ 〇 家族の負担軽減・レスパイトや就労を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障

害児を一時的に預かる環境を整備する。
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地 域 支 援 体 制 整 備 サ ポ ー ト 事 業

令和６年４月１日の改正児童福祉法施行等を踏まえた、児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化の取組みが、
全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
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都道府県・指定都市・中核市

＜児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金の内数＞
令和５年度補正予算案 0.5億円

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

３ 実施主体 ４ 補助率

国 １０/１０

○ 地域支援体制整備サポート職員の配置
都道府県等に、地域支援体制整備サポート職員を置くことにより、管内の市区町村への

サポート体制や管内のネットワーク構築を行うことで、各市区町村の支援体制の整備状況
等に応じて、必要な助言・援助を行う。

○ 各市区町村の支援体制等に係る状況把握
都道府県等が、各市区町村と連携をしながら、社会資源の整備状況や、障害児通所支援

給付事務の運用状況等に係る状況把握を行い、分析や課題の整理を行う。
（例）
・児童発達支援センター等を中核とした地域の支援体制の整備状況
・保育所等の一般施策における障害児の受け入れ体制の状況
・母子保健等、こども施策関係部署との連携状況
・医療的ケア児や重症心身障害児等への支援体制の状況
・障害児相談の体制整備の状況も踏まえた支給決定の状況 等

〇 都道府県等と国の連携体制の構築
都道府県が把握した各市区町村の状況をもとに分析を行い、国に情報共有を行う。

国は各地域の課題や傾向を把握し、都道府県等に必要な助言等を行う。
また、必要に応じて都道府県と連携しながら各市区町村に助言等を行う。

○ 市区町村への助言・援助等
分析結果等も踏まえ、管内の現状や課題等について情報共有を行うため、市区町村向け

説明会の開催やマニュアルの作成等、必要に応じたサポート体制の構築を行う。

サポート職員

各市区町村

②情報共有・連携

①状況把握③分析

分析結果の共有

必要に応じて都道府県と連携して助言等

助言・援助等

都 道 府 県

④助言・援助等

※ 指定都市・中核市の場合には、市内の状況把握と分析を踏まえて国
と連携等

サポート体制のイメージ

国



障害児支援事業所における福祉・介護職員の処遇改善

春闘における賃上げに対し、介護業界の賃上げが低水準であることを踏まえ、必要な障害福祉人材を確保するため、
令和６年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害福祉職員の更なる処遇改善を行う。

令和５年度補正予算案 42億円
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１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、福祉・介護職員等ベースアップ等支援
加算に上乗せする形で、収入を２％程度（月額平均6,000円相当）引き上げるための措置を、令和６年２月から前倒し
で実施するために必要な経費を都道府県に交付する。

都道府県

３ 実施主体等 ４ 補助率

国 10/10

障
害
児
支
援

事
業
所
等

都
道
府
県

① 申請（処遇改善計画書等を提出）

③ 賃金改善期間後、報告（処遇改善実績報告書を提出）
※要件を満たさない場合は、補助金返還

② 交付決定。補助金の交付（補助率10/10）

■対象期間 令和６年２月～５月の賃金引上げ分（以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う）

■補助金額 対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員（常勤換算）１人当たり月額平均6,000円の賃金引
上げに相当する額。対象サービスごとに福祉・介護職員数（常勤換算）に応じて必要な交付率を設定
し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

■対象職種 福祉・介護職員（事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることがで
きるよう柔軟な運用を認める。）

※上記のほか、補助金の申請・支払い等の事務に対応するため、都道府県の事務費等を確保



○ 障害児入所施設等に従事する職員について、令和５年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改
善を行う（措置費に限る）。

令和５年度補正予算案 3.2億円

〇 障害児施設措置費の算定にあたっては、人件費・事業費・管理費等について、各々対象となる費目を積み上げて算定
しており、そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。

〇 給与法の改正後に、令和５年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容を補正予算により予算に反映した上で、国
家公務員給与の改定に準じて令和５年４月まで遡って障害児施設措置費の引上げ等を行う。

（参考）令和５年人事院勧告の内容
① 初任給を始め若年層に重点を置いて俸給月額を引き上げる
➁ ボーナスを0.1月分引き上げる（4.4月→4.5月）

【対象】障害児入所施設、障害児通所支援事業所に従事する職員
【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市、市町村
【補助率】○国１／２、都道府県・指定都市・児童相談所設置市１／２

○国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

令和５年人事院勧告を踏まえた障害児施設措置費の人件費の改定
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１ 事業の目的

２ 事業の概要

３ 実施主体等



地域障害児支援体制充実のためのＩＣＴ化推進事業

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的
○ 障害児支援分野におけるＩＣＴ活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら安全・安心な障害児支援を提供す

ることができるよう、障害児支援事業所・施設等におけるＩＣＴ導入に係るモデル事業を実施する。

○ また、地域の中核的機能を担う障害児支援事業所（児童発達支援センター等）が行う地域の事業所等との連携・調整のオンライン化のための環境の整備に

要するタブレットやWi-Fi機器等の購入費用の補助を実施する。

＜児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金の内数＞

〇 一般の障害児支援事業所・施設等、及び地域の中核的機能を担う障害児支援事業所におけるＩＣＴ導入に係る経費を補助する。

○ モデル事業においては、事業開始前に事業所がＩＣＴ導入に係る研修会（都道府県等が委託等により実施）に参加するとともに、ＩＣＴ導入による業務効率化及び職

員の業務負担軽減の取組を実践し、その効果を以下のスキームにより測定・検証のうえ国に報告する。

都道府県、指定都市、中核市

３ 実施主体

４ 補助率

５ 拡充内容

令和５年度補正予算案 4.7億円

<ICT導入支援対象> 障害児通所支援事業所
障害児入所施設事業所
障害児相談支援事業所
地域の中核的機能を担う障害児支援事業所

障 害 児 支 援
事 業 所 ・ 施 設

こども家庭庁 都道府県等

補助

導入計画・検証
結果報告の提出

補助

導入計画・検証
結果報告の提出

ＩＣＴ機器導入計画の作成

ＩＣＴ機器の導入

生産性向上効果の測定・検証

検証結果報告の作成

〇事業所に対する導入支援：国１/２、都道府県・指定都市・中核市１/４
事業者１/４
〇事業所に対する研修：国１/２、都道府県・指定都市・中核市１/２

〇 業務効率化の早期達成及び職員の業務負担軽減を可能とするため、障害児支
援事業所等におけるＩＣＴ機器等の導入に係る経費を要求する。

○地域の障害児支援の中核的機能を担う児童発達支援センター等におけるオンラ
イン環境整備に係る費用の補助枠を創設する。

<モデル事業スキーム>
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